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環境衛生情報

不法投棄は犯罪です！不法投棄は犯罪です！
　ごみ集積場や道路・個人の所有する空き地に無断で廃棄物を捨てる不法投棄は依然として後を絶ちません。不
法投棄されたごみの片付けは、行為者が判明すれば行為者が、行為者が分からない場合は、土地の所有者等が
片づけを行うことになります。

不法投棄されないために
　不法投棄は、管理が行き届いていない場所に捨てられる傾向にあります。土地の所有者や管理者の方は、不
法投棄されないよう、より一層の適切な管理をお願いします。
•定期的に見回りをする。　•こまめに清掃（草刈り・樹木の剪定等）をする。　•防護柵やフェンスを設置する。

不法投棄を見つけたら通報を
　不法投棄を、「しない」「させない」「許さない」意識が大切です。不法投棄を見つけたら、すぐに警察に通報
してください。
•自分の住所、氏名、電話番号をお知らせください。
• 不法投棄の発生あるいは発見した日時、場所、投棄されたものおよび量、さらには投棄者、車両の車種・色・
ナンバーなど詳細についてお知らせください。

家電リサイクル法に定める廃棄物処理方法について家電リサイクル法に定める廃棄物処理方法について
対象となる家電（特定家庭用機器廃棄物）

•テレビ（ブラウン管／液晶／プラズマ）　•エアコン　•冷蔵庫／冷凍庫　•洗濯機／衣類乾燥機

排出方法

■販売店に依頼する方法
　前記の家電を廃棄しようとする時は、まず販売店に依頼しましょう。
　廃棄しようとする対象家電を販売した販売店にはその廃家電を、また買い替えをする販売店には、同種の対
象家電を引取る義務があります。
　また、販売店に引取り義務がない場合でも、引取りは可能です。販売店に依頼する場合、リサイクル法の定
めるリサイクル料と販売店の手数料がかかります。

■指定引取場所へ持ち込む方法
　廃棄しようとする対象家電を引き取ってくれる販売店がない場合は、「指定引取場所」（＊）へ搬入してくださ
い。必要な経費はリサイクル料金だけです。

　自分で運搬できない場合は、町の許可する○小柳産業㈱と・○㈲博衛企業（32）2416へ運搬を委託することも
できます。
　このほかに、「指定引取場所」への運搬を町に委託することもできます。その手順は、
　①　郵便局でリサイクル券を購入
　②　町民課の窓口で運搬手数料（3,000円）を納付
　③　リサイクル券とその手数料領収書を持って井戸沢に対象家電を搬入する

＊最寄りの「指定取引場所」
小柳産業㈱　上田市材木町2－12－10　　0268（22）5353
日本通運㈱　東御市鞍掛字上河原34－1  0268（62）1500

日本通運㈱へ持ち込む場合はあらかじめ郵便局でリサイクル券をお買い求めください。
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春の火災予防運動が始まります
　全国一斉に春の火災予防運動が３月１（火）から３月７日（月）まで実施されます。

　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の普及を図

るとともに火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死傷者を減少させることを

目的としています。

　設置義務となっている住宅用火災警報器が、いまだ設置されていないお宅もあるよ

うです。火災が発生したときの逃げ遅れを防ぐためにも、設置するようにしましょう。

　これからの季節、非常に空気が乾燥するため火災が発生しやすくなりますので火の

取り扱いには十分注意してください。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
～３つの習慣・４つの対策～

※ 昨年秋の火災予防運動に引き続き、運動中は火
災予防啓発のため、消防職員および消防団員に
より消防車両での広報活動や各地区にある警鐘
楼の鐘を鳴らします。広報活動や鐘を鳴らすこ
とによりご迷惑をおかけすることもあるかと思
いますが、ご理解とご協力をお願いします。

○寝たばこは、絶対にやめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れる時は、必ず火を消す。

３つの習慣

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

４つの対策

広報2月号「消防署からみなさんへ」でご紹介し
た気象統計は、御代田消防署での独自計測に
よるもので公式記録ではありません。誤解を
まねく表記でしたことをお詫びいたします。

お詫び
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